
多

大

な

ご

支

援

と

長

年

の

闘

い

の

成

果

六

月

十

九

日

、

衆

議

院

の

服

部

良

一

議

員

か

ら

南

労

会

問

題

に

関

連

す

る

質

問

主

意

書

が

政

府

に

提

出

さ

れ

ま

し

た

。

六

月

二

九

日

、

「

内

閣

総

理

大

臣

野

田

佳

彦

」

名

で

答

弁

書

が

出

さ

れ

ま

し

た

。

二

〇

年

を

越

え

て

、

労

働

委

員

会

命

令

を

こ

と

ご

と

く

踏

み

に

じ

っ

て

き

た

南

労

会

を

厚

生

労

働

省

も

裁

判

所

も

検

察

も

容

認

し

て

き

た

中

で

、

大

き

な

意

義

が

あ

り

ま

す

。

服

部

議

員

と

事

務

所

の

皆

さ

ん

に

は

、

原

発

・

沖

縄

・

オ

ス

プ

レ

イ

・

Ｔ

Ｐ

Ｐ

問

題

な

ど

超

々

多

忙

な

中

、

ご

尽

力

頂

き

ま

し

た

。

長

年

、

労

働

法

研

究

を

続

け

実

践

的

に

も

多

く

の

闘

い

に

深

く

関

わ

っ

て

こ

ら

れ

た

佐

藤

昭

夫

先

生

か

ら

は

法

的

、

理

論

的

な

裏

づ

け

と

手

厚

い

ご

指

導

を

頂

き

ま

し

た

。

そ

し

て

故

大

和

田

事

務

局

長

を

先

頭

に

し

て

、

近

畿

厚

生

局

・

厚

生

労

働

省

へ

と

、

同

時

に

大

阪

府

・

市

に

対

し

、

く

り

返

し

く

り

返

し

「

南

労

会

に

対

す

る

指

導

」

を

要

請

し

て

き

た

積

み

重

ね

が

あ

り

ま

す

。

「

答

弁

書

」

が

多

く

の

皆

さ

ん

の

ご

支

援

と

長

年

の

闘

い

の

成

果

で

あ

る

こ

と

を

確

認

し

、

活

か

し

て

前

進

し

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

本

当

に

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

※

質

問

主

意

書

と

答

弁

書

の

全

文

は

衆

議

院

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

、

服

部

良

一

議

員

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

示

。

命

令

不

履

行

の

使

用

者

違

法

な

南

労

会

政

府

の

認

識

と

措

置

は

？

〔

質

問

主

意

書

の

内

容

〕

1111

．．．．

使使使使

用用用用

者者者者

がががが

労労労労

働働働働

委委委委

員員員員

会会会会

救救救救

済済済済

命命命命

令令令令

をををを

履履履履

行行行行

しししし

てててて

いいいい

なななな

いいいい

件件件件

数数数数

はははは

？？？？

（

〇

七

年

～

十

一

年

。

各

年

ご

と

）
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政

府

が

初

審

命

令

履

行

義

務

を

再

確

認

！

◇

南

労

会

問

題

に

も

答

え

る

◇



①

労

働

委

員

会

命

令

の

不

履

行

件

数

②

裁

判

所

の

緊

急

命

令

が

出

さ

れ

て

も

不

履

行

を

続

け

て

い

る

件

数

。

※

註

緊

急

命

令

と

は

、

使

用

者

が

労

働

委

員

会

命

令

の

取

消

し

を

求

め

て

裁

判

に

訴

え

た

場

合

、

労

働

委

員

会

は

裁

判

所

に

対

し

て

判

決

が

で

る

ま

で

に

「

使

用

者

は

緊

急

に

命

令

を

履

行

せ

よ

」

と

の

「

緊

急

命

令

」

を

出

す

よ

う

申

立

て

る

こ

と

が

で

き

る

。

使

用

者

が

命

令

不

履

行

の

ま

ま

裁

判

で

争

え

ば

、

組

合

側

が

取

り

返

し

の

つ

か

な

い

不

利

益

を

被

る

お

そ

れ

が

生

じ

る

た

め

。

緊

急

命

令

不

履

行

に

は

過

料

の

制

裁

規

定

が

あ

る

。

③

救

済

命

令

が

行

政

裁

判

で

確

定

し

て

も

、

履

行

し

な

い

件

数

※

註

こ

の

不

履

行

に

は

刑

事

罰

の

制

裁

規

定

が

あ

る

。

２

．．．．

係係係係

争争争争

中中中中

でででで

ああああ

っっっっ

てててて

もももも

、、、、

救救救救

済済済済

命命命命

令令令令

不不不不

履履履履

行行行行

はははは

法法法法

令令令令

違違違違

反反反反

でででで

ああああ

るるるる

ここここ

とととと

をををを

周周周周

知知知知

徹徹徹徹

底底底底

ささささ

せせせせ

るるるる

べべべべ

きききき

とととと

考考考考

ええええ

るるるる

がががが

、、、、

政政政政

府府府府

のののの

認認認認

識識識識

はははは

？？？？

不不不不

履履履履

行行行行

防防防防

止止止止

のののの

たたたた

めめめめ

にににに

『『『『

通通通通

知知知知

』』』』

をををを

発発発発

すすすす

るるるる

等等等等

のののの

方方方方

策策策策

をををを

発発発発

すすすす

るるるる

べべべべ

きききき

でででで

はははは

なななな

いいいい

かかかか

？？？？

３３３３

．．．．

公公公公

益益益益

事事事事

業業業業

でででで

ああああ

るるるる

医医医医

療療療療

事事事事

業業業業

にににに

おおおお

いいいい

てててて

救救救救

済済済済

命命命命

令令令令

がががが

履履履履

行行行行

ささささ

れれれれ

なななな

いいいい

場場場場

合合合合

、、、、

ここここ

れれれれ

はははは

法法法法

令令令令

違違違違

反反反反

なななな

のののの

だだだだ

かかかか

らららら

医医医医

療療療療

法法法法

第第第第

六六六六

三三三三

条条条条

又又又又

はははは

六六六六

四四四四

条条条条

のののの

規規規規

定定定定

にににに

基基基基

づづづづ

くくくく

措措措措

置置置置

をををを

講講講講

ずずずず

べべべべ

きききき

とととと

考考考考

ええええ

るるるる

がががが

政政政政

府府府府

のののの

認認認認

識識識識

はははは

????

４４４４

．

南

労

会

で

は

、

二

十

一

年

間

、

使

用

者

に

よ

る

不

当

労

働

行

為

、

救

済

命

令

不

履

行

が

続

き

、

差

別

的

賃

金

不

払

い

の

額

は

億

単

位

に

達

す

る

。

こ

れ

は

団

結

権

侵

害

、

生

存

権

侵

害

の

不

当

・

違

法

行

為

。

か

つ

医

療

の

理

念

、

国

の

責

務

に

照

ら

し

て

も

深

刻

な

事

態

。

「

係

争

中

だ

か

ら

」

と

の

南

労

会

の

弁

明

が

事

態

を

更

に

悪

化

さ

せ

て

い

る

。①①①①

南南南南

労労労労

会会会会

のののの

違違違違

法法法法

行行行行

為為為為

にににに

対対対対

しししし

政政政政

府府府府

はははは

如如如如

何何何何

なななな

るるるる

対対対対

応応応応

をををを

行行行行

っっっっ

てててて

いいいい

るるるる

かかかか

？？？？

②②②②

南南南南

労労労労

会会会会

はははは

緊緊緊緊

急急急急

命命命命

令令令令

違違違違

反反反反

でででで

過過過過

料料料料

をををを

支支支支

払払払払

いいいい

、、、、

ささささ

らららら

にににに

刑刑刑刑

事事事事

罰罰罰罰

のののの

対対対対

象象象象

とととと

なななな

るるるる

違違違違

反反反反

ささささ

ええええ

犯犯犯犯

しししし

てててて

いいいい

るるるる

。。。。

事事事事

態態態態

のののの

改改改改

善善善善

のののの

たたたた

めめめめ

、、、、

医医医医

療療療療

法法法法

にににに

基基基基

づづづづ

くくくく

業業業業

務務務務

のののの

是是是是

正正正正

等等等等

、、、、

適適適適

切切切切

なななな

方方方方

策策策策

をををを

構構構構

ずずずず

るるるる

べべべべ

きききき

とととと

考考考考

ええええ

るるるる

がががが

、、、、

認認認認

識識識識

をををを

明明明明

らららら

かかかか

にににに

。。。。

以

上

の

質

問

に

対

す

る

答

え

は

次

の

よ

う

な

内

容

で

し

た

。

五

年

間

で

二

十

二

件

、

う

ち

三

件

が

南

労

会

質

問

は

全

て

の

救

済

命

令

の

不

履

行

状

況

を

問

う

た

の

で

す

が

、

答

弁

書

で

示

さ

れ

た

の

は

確

定

し

た

命

令

に

対

す

る

不

履

行

件

数

の

み

で

し

た

。

と

い

う

問

題

は

あ

り

ま

す

が

、

注

目

す

べ

き

は

不

履

行

件

数

総

数

は

二

十

二

件

、

う

ち

三

件

が

南

労

会

と

い

う

数

字

で

す

。

南

労

会

の

救

済

命

令

不

履

行

、

不

当

労

働

行
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為

が

全

国

的

に

見

て

も

如

何

に

顕

著

で

突

出

し

て

い

る

か

、

浮

き

彫

り

に

さ

れ

た

の

で

す

。

①

◆

中

労

委

段

階

で

確

定

し

た

命

令

の

不

履

行

―

〇

九

年

、

一

〇

年

で

各

一

件

。

◆

都

道

府

県

労

働

委

員

会

段

階

で

確

定

し

た

命

令

不

履

行

―

〇

九

年

四

件

、

一

〇

年

二

件

、

十

一

年

二

件

。

②

◆

中

労

委

命

令

に

関

わ

る

緊

急

命

令

不

履

行

―

〇

七

年

0

件

、

〇

八

年

二

件

（

註

う

ち

一

件

が

南

労

会

）

、

〇

九

年

四

件

（

註

う

ち

一

件

が

南

労

会

）

◆

都

道

府

県

労

働

委

員

会

命

令

に

関

わ

る

緊

急

命

令

不

履

行

―

一

〇

・

十

一

年

各

一

件

。

③

◆

確

定

判

決

に

支

持

さ

れ

た

中

労

委

命

令

不

履

行

―

〇

八

年

・

〇

九

年

・

一

〇

年

各

一

件

。

（

註

一

〇

年

の

一

件

が

南

労

会

）

◆

同

都

道

府

県

労

働

委

員

会

命

令

不

履

行

―

十

一

年

一

件

。

初

審

命

令

履

行

義

務

あ

り

！

「

２

」

に

対

す

る

回

答

の

中

で

は

、

初

審

命

令

履

行

義

務

を

認

め

て

い

ま

す

。

〇

三

年

国

鉄

闘

争

の

過

程

で

、

当

時

の

川

田

悦

子

議

員

か

ら

出

さ

れ

た

質

問

主

意

書

に

対

す

る

小

泉

純

一

郎

名

の

答

弁

と

同

じ

文

言

で

す

。

使

用

者

は

命

令

が

「

確

定

に

至

る

前

に

お

い

て

も

当

該

救

済

命

令

等

を

履

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

行

政

上

の

義

務

を

負

う

…

」

と

述

べ

て

い

ま

す

。

ま

た

労

働

委

員

会

が

〇

七

年

～

十

一

年

ま

で

に

出

し

た

救

済

命

令

の

合

計

件

数

を

七

九

二

件

と

し

、

「

そ

れ

と

比

較

す

れ

ば

不

履

行

は

少

数

、

ほ

と

ん

ど

の

使

用

者

が

確

定

し

た

救

済

命

令

等

に

従

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

」

と

述

べ

て

い

ま

す

。

確

定

し

た

救

済

命

令

に

は

過

料

、

刑

事

罰

な

ど

の

制

裁

が

あ

る

か

ら

「

ほ

と

ん

ど

の

使

用

者

は

従

う

」

の

は

た

ぶ

ん

事

実

で

、

南

労

会

の

悪

質

さ

は

他

に

類

を

見

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

。

他

方

、

七

九

二

件

の

命

令

の

う

ち

、

制

裁

規

定

は

な

い

が

履

行

義

務

が

あ

る

未

確

定

の

命

令

に

つ

い

て

不

履

行

件

数

を

回

答

せ

ず

、

「

通

知

」

の

発

出

の

必

要

性

は

な

い

と

し

て

い

る

事

、

ま

た

労

働

委

員

会

は

独

立

し

た

権

限

を

持

っ

て

い

る

か

ら

、

厚

生

労

働

省

が

命

令

不

履

行

の

使

用

者

を

指

導

す

る

立

場

に

な

い

と

述

べ

て

い

る

こ

と

は

問

題

で

す

。

南

労

会

に

つ

い

て

の

答

弁

質

問

3

、

4

は

南

労

会

問

題

に

つ

い

て

で

す

が

、

次

の

よ

う

な

答

弁

で

し

た

。

質

問

3

に

対

し

て

は

、

救

済

命

令

等

に

「

従

わ

な

い

こ

と

の

み

を

も

っ

て

、

直

ち

に

同

条

の

規

定

に

よ

る

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

で

は

な

い

と

考

え

て

い

る

」

と

回

答

。

4

の

1

に

対

し

て

は

、

近

畿

厚

生

局

（

厚

生

労
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働

省

が

権

限

委

譲

）

が

「

適

切

な

運

営

が

な

さ

れ

る

よ

う

指

導

を

行

っ

て

い

る

」

と

。

4

の

2

で

「

医

療

法

第

六

三

条

又

は

六

四

条

の

規

定

に

よ

る

措

置

が

必

要

か

ど

う

か

、

引

き

続

き

、

南

労

会

の

業

務

及

び

会

計

の

状

況

の

把

握

に

努

め

て

い

き

た

い

」

と

回

答

。

政

府

も

重

大

な

社

会

問

題

と

認

識

し

た

南

労

会

事

件

南

労

会

問

題

に

つ

い

て

「

個

別

問

題

に

は

回

答

で

き

な

い

」

と

切

捨

て

る

の

で

は

な

く

回

答

し

た

事

実

は

重

た

い

事

だ

と

考

え

ま

す

。

国

も

南

労

会

事

件

を

「

一

医

療

法

人

に

お

け

る

私

的

な

問

題

」

と

無

視

す

る

こ

と

が

で

き

ず

、

重

大

な

社

会

問

題

と

認

め

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

わ

け

で

す

。

そ

の

上

で

、

救

済

命

令

不

履

行

の

件

数

、

期

間

、

度

合

い

を

見

れ

ば

（

億

単

位

の

賃

金

未

払

い

と

刑

事

罰

の

対

象

）

、

南

労

会

正

常

化

の

医

療

法

に

基

づ

い

て

行

政

が

や

る

べ

き

こ

と

、

や

る

権

限

が

明

確

に

あ

り

ま

す

。

命

令

不

履

行

の

み

で

法

令

違

反

で

あ

り

、

医

療

法

に

よ

る

指

導

や

監

査

を

行

な

う

必

要

が

あ

り

ま

す

。

そ

れ

を

回

避

し

逃

げ

た

い

一

心

で

、

「

医

療

を

受

け

る

者

の

利

益

の

保

護

及

び

良

質

か

つ

適

切

な

医

療

を

効

率

的

に

提

供

す

る

体

制

の

確

保

を

図

る

観

点

か

ら

…

」

と

の

文

言

を

く

り

返

し

強

調

し

て

い

ま

す

。

が

、

南

労

会

の

命

令

不

履

行

―

賃

金

未

払

い

が

そ

れ

自

体

を

阻

害

し

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

す

。

行

政

が

本

来

担

う

べ

き

役

割

を

果

た

さ

せ

る

、

裁

判

所

に

も

、

検

察

に

も

。

そ

し

て

生

殺

与

奪

権

を

握

っ

て

い

る

三

菱

東

京

Ｕ

Ｆ

Ｊ

銀

行

の

責

任

を

追

及

し

、

南

労

会

・

若

杉

常

務

理

事

に

二

十

一

年

間

の

不

当

労

働

行

為

責

任

を

取

ら

せ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

南

労

会

闘

争

は

、

橋

下

と

維

新

、

警

察

・

検

察

、

そ

し

て

裁

判

所

等

に

よ

っ

て

絞

め

殺

さ

れ

よ

う

と

し

て

い

る

憲

法

二

八

条

「

団

結

権

」

を

か

け

た

闘

い

で

す

。

ひ

き

続

き

の

ご

支

援

を

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

。
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府

労

委

・

証

言

始

ま

る

！

一

昨

年

、

申

立

て

た

府

労

委

の

証

言

や

っ

と

開

始

。

紀

和

病

院

へ

の

不

当

転

勤

と

出

張

、

診

療

所

の

縮

小

閉

鎖

攻

撃

、

組

合

員

の

退

職

金

大

幅

減

額

狙

う

退

職

金

規

定

改

悪

、

救

済

命

令

違

反

の

一

時

金

未

払

い

等

多

岐

に

わ

た

る

事

件

。

傍

聴

な

ど

を

お

願

い

し

ま

す

。

①①①①

８８８８

月月月月

１１１１

日日日日

（（（（

水水水水

））））

◇

組

合

三

役

小

松

・

川

口

証

人

②②②②

８８８８

月月月月

２２２２

９９９９

日日日日

（（（（

水水水水

））））

◇

当

該

組

合

員

池

田

・

空

・

橋

口

証

人

◇

南

労

会

社

員

（

港

合

同

執

行

委

員

）

原

田

証

人

③③③③

９９９９

月月月月

２２２２

７７７７

日日日日

（（（（

木木木木

））））

若

杉

正

樹

常

務

理

事

★

時

間

は

13

時

～

15

時

★


